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◎群馬県告示第８８号 

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。 

  令和７年３月２１日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 定期検査を行う区域 富岡市、甘楽郡及び佐波郡 

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり 

３ 検査を行う日時及び場所（特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項の規定

により特定計量器の所在の場所で実施することとした定期検査を除く。） 
 

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所 

令和７年４月２２日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

南牧村住民センター 

令和７年４月２３日 午前１０時～午前１１時 
 

下仁田町活性化センター 

令和７年４月２３日 午後０時３０分～午後３時 こんにゃく手作り体験道場 
 

令和７年４月２４日 午前１０時～午前１１時 
 

秋畑地域交流センター 

令和７年４月２４日 午後０時３０分～午後３時
３０分 

甘楽富岡農業協同組合 甘楽支所 

令和７年５月７日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

吉田地域づくりセンター 

令和７年５月８日 午前１０時～午前１１時３
０分 

黒岩地域づくりセンター 

令和７年５月８日 午後１時～午後３時 
 

小野地域づくりセンター 

令和７年５月９日 午前１０時～正午 
 

妙義地域づくりセンター 

令和７年５月９日 午後１時３０分～午後３時 
 

額部地域づくりセンター 

令和７年５月１３日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

富岡市生涯学習センター 

令和７年５月１４日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

富岡市生涯学習センター 

令和７年５月１５日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

富岡市生涯学習センター 

令和７年５月１６日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

一ノ宮地域づくりセンター 
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令和７年５月２６日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

佐波伊勢崎農業協同組合 たまむら野菜集送セン
ター 

令和７年５月２８日 午前１０時～正午 
午後１時～午後３時 

住民活動サポートセンターぱる ふるハートホー
ル 

令和７年４月２１日～令
和８年３月３１日 
（ただし、土、日、祝日
を除く。） 

午前９時～正午 
午後１時～午後４時 

一般社団法人群馬県計量協会 

 
 備考 

 (1) 一般社団法人群馬県計量協会で検査を希望する受検者は事前連絡の上、対象となる特定計量器を持ち込むこ

と。 

 (2）計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定期検

査は、別に指定する期日及び場所で行う。 

４ 検査を行う日時及び場所（特定計量器検定検査規則第３９条第１項の規定により特定計量器の所在の場所で実

施することとした定期検査に限る。） 
 

実 施 期 間 実 施 場 所 

令和７年４月２１日～令和８年３月３１日 

（ただし、土、日、祝日を除く。） 

特定計量器の所在の場所 

 
 備考 

 (1) 特定計量器の所在の場所で検査を希望する受検者は、一般社団法人群馬県計量協会に検査を希望する日時及

び場所を連絡すること。 

 (2) 特定計量器検定検査規則第３９条第１項第５号に該当する場合を除き、受検者は、事前に、特定計量器検定

検査規則第３９条第２項に規定する様式第１３による申請書を群馬県計量検定所に提出すること。 

５ 検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会 
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